
諮問事項

特定生産緑地の指定



特定生産緑地制度とは

生産緑地は、都市計画決定から３０年が経過する申出基準
日以後、いつでも買取り申出をすることができるようになる

→申出基準日より前に特定生産緑地として指定し、買取りの
申出が可能となる期日を１０年延期する制度

生
産
緑
地
の
都
市
計
画
決
定

特
定
生
産
緑
地
に
指
定

10
年
の
延
長

し
な
い

10 年

する する

し ない

30 年

●営農義務あり

●税制優遇あり

●いつでも買取り

　の申出が可能

●税制優遇なし

 平成４ 年
（ 1992 年）

令和 4 年
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※以降、 特定生産緑地の指定は
　 受けら れません 。
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平成 4 年に生産緑地地区の指定を受けた農地の場合
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特定生産緑地の指定
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特定生産緑地の追加指定一覧

生産緑地
地区名称

位 置
（代表地番）

特定生産緑
地指定面積

（ha）
当初指定日 申出基準日

伊川谷27 西区伊川谷町有瀬813-1 0.08 1995年12月17日 2025年12月17日

玉津129 西区二ﾂ屋2-7-2 0.10 1996年1月16日 2026年1月16日

玉津130 西区二ﾂ屋2-8-1 0.16 1996年1月16日 2026年1月16日

玉津131 西区二ﾂ屋2-6-3 0.18 1996年1月16日 2026年1月16日

玉津132 西区二ﾂ屋2-5-2 0.10 1996年1月16日 2026年1月16日

玉津133 西区二ﾂ屋2-1-5 0.27 1996年1月16日 2026年1月16日

玉津134 西区二ﾂ屋2-2-5 0.08 1996年1月16日 2026年1月16日

玉津135 西区丸塚1-17-8 0.08 1996年1月16日 2026年1月16日

玉津136 西区丸塚1-9-4 0.51 1996年1月16日 2026年1月16日

玉津137 西区丸塚1-10-1 0.08 1996年1月16日 2026年1月16日

玉津138 西区丸塚1-8-6 0.12 1996年1月16日 2026年1月16日

玉津139 西区丸塚1-7-2 0.14 1996年1月16日 2026年1月16日
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特定生産緑地の追加指定

大蔵谷IC

伊川谷27
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特定生産緑地の追加指定
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